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Ⅰ 総合事業における事業者指定 

 

１ 指定の意義、概要 

・ 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）における第１号事業につい

ては、サービス種類ごとに定められた事業運営の基準（指定基準）を満たすものとして、市町村

が指定した事業所がサービスを提供することができます。（介護保険法施行規則第 140 条の 63 の６） 

糸島市内に事業所を設置し、糸島市に住民登録がある第１号被保険者に対し第１号事業を行い、

介護報酬を受けるには、糸島市長の指定を受ける必要があります。 

・ 指定は、事業者からの申請に基づき、事業所ごとに行います。 

・ 指定にあたり、①申請者が法人であること、②従業者の人員及び設備の基準を満たすこと、 

③その他役員等が欠格事由に該当しないこと等を審査します。 

・ 指定の有効期間は、６年間です。それ以降も継続して事業を実施する場合は、指定の更新申請

をする必要があります。人員基準や設備基準を満たしていない場合や、基準に従った適切な運営

ができないと認められる場合及び欠格事由に該当する場合には、指定の更新が受けられないこと

があります。 

・ 人員基準違反、設備・運営基準違反など取消し事由に該当した場合は、指定の取消しや指定の

全部又は一部の効力停止（介護報酬の請求停止や新規利用者との契約停止など）の行政処分を受

けることがあります。（介護保険法第 115条の 45の９） 

 

２ 糸島市における事業者指定の方針 

（１） 糸島市外の指定事業所 

原則、新規指定は行いません。 

 

（２） 市外の事業所を指定する場合（例外措置） 

① 糸島市に隣接する自治体に所在する事業所で、糸島市の被保険者に対し第１号事業のサ

ービスの提供を行っている実績があり、事業所の所在する自治体で総合事業の指定を受

け、事業実施地域に糸島市が入っている場合。ただし、被保険者が糸島市に住んでおり、

その場所に住民登録している場合に限る。 

② 糸島市の被保険者でありながら、他の自治体に住んでおり、虐待等のやむを得ない事情

によりその居所に住民登録を行うことができないが、そこでサービス提供を受ける必要

がある場合。ただし、マネジメントを担当する地域包括支援センターが市へ事前に相談

し、虐待等の事実確認を行ったうえで、認められた場合に限る。 

 

※ 糸島市の事業所指定は、糸島市の被保険者（住所地特例対象者を除く）、及び糸島市に住民

票のある他市町村の住所地特例対象者にのみ効力を有します。 
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３ 指定の基準 

「糸島市指定旧介護予防訪問介護相当サービス事業及び旧介護予防通所介護相当サービス事業

の人員、設備及び運営に関する基準」に定めていますので、糸島市ホームページにて確認してく

ださい。 

 

４ 指定更新申請手続き 

（１） 更新期限 

指定の有効期間は原則６年間です。 

指定事業者の指定を受けた後、６年ごとに指定の更新申請を行う必要があります。 

（ただし、指定訪問介護事業者若しくは指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事

業者＜以下「指定訪問介護事業者等」＞であり、かつ、同一の事業所において同種の事業

を実施する事業所は、当該指定訪問介護事業者等の指定の有効期間の満了の日まで） 

指定更新申請を行わなかった場合は、介護保険事業所として指定の効力を失うこととなり、

介護保険から報酬を受けられなくなります。 

 

（２） 指定更新申請・審査 

指定更新期限が近付いた事業所には、有効期間満了月の約２か月前までに指定更新申請の案

内文、指定更新申請書等を事業所へ送付します。 

※ 指定申請期限： 

指定有効期間満了日の１ヶ月前の月の末日までに、申請書に必要書類を添えて提出。 

        例）指定有効期間満了日が４月 30日 → ３月 31日までに申請 

 

指定更新申請書の受理後、指定要件の審査を行います。 

審査に当たっては、新規指定の申請に係る審査と同様の書類等の審査を行うほか、必要によ

り現地において事業の運営状況等の審査を行います。 

「人員基準」…雇用及び勤務形態、加算に伴う人員、資格や研修修了の有無等の確認を行います。 

「設備基準」…現時点の図面等による施設の利用状況及び施設の保有関係等の確認を行います。 

「運営基準」…必要に応じて契約書、記録等の確認を行います。 

 

※ 休止中の事業所等や指定要件を満たさない事業所等には更新を認めません。 

※ 指定更新申請に当たっては、手数料を徴収します。 

指定更新手数料：２万円 

手数料の納付がない場合、申請書は受理できません。（ただし、同種の事業を行う指定地

域密着型サービス事業者の指定の更新の申請を同時に行う場合には徴収しない。） 

審査のための手数料ですので、更新できない場合も返還しません。 

 

 

 



4 

 

５ 指定内容の変更、事業の廃止・休止・再開 

（１） 変更届 

① 届出内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日以内に届出が必要です。  

② 法人の代表者、役員、事業所の管理者及びサービス提供責任者（第１号訪問事業所）が異

動する場合は、必ず届け出てください。 

③ 事業所の移転や増改築等で設備を変更する場合は、設備基準に合致しているか確認する必

要があります。移転や増改築等の前に、必ず所管の担当県事務所・市役所等と協議してく

ださい。 

④ 電話・ファクシミリの番号を変更する場合には、忘れずに届出してください。 

⑤ 事業所の譲渡や法人の合併、分社等、開設者が変わる場合には、新規扱いとなります。必

ず、事前に所管の県担当事務所・市役所等と協議してください。 

⑥ 運営規程に定める事項（営業日及び営業時間、通常の事業の実施地域等）を変更した場合

には、原則として変更届を提出してください。 

⑦ 次のような変更については、変更届出は不要です。 

１） 介護報酬改定に伴う利用料金の変更 

２） 運営規程に記載している従業者数の変更 

３） 上記②に記載している職種以外の従業者の変更 

⑧ 第１号訪問事業所の訪問介護員、第１号通所事業所の看護職員、生活相談員及び機能訓練

指導員など資格等を要する職種に異動があった場合には、必ず当該資格証等を確認し、そ

の証書類の写しを保管しておいてください。また、出勤簿や給与台帳、勤務割表等、従業

者に関する諸記録も、必ず整備・保管しておいてください。 

 

（２） 廃止・休止・再開届 

① 廃止又は休止しようとするときは、その１か月前までに届出を行い、再開しようとすると

きは、２か月前までに必ず糸島市に連絡してください。 

② 廃止・休止の場合は、あらかじめ担当介護支援専門員や糸島市に廃止・休止の予定日を連

絡し、現にサービスを受けている利用者が同等のサービスを引き続き受けることができる

よう、引継ぎを含めた適切な措置が講じられているかどうかを確認します。 

③ 休止は、再延長を含めて最長でも１年間とします。１年以内に再開が見込まれない場合は、

休止届でなく、廃止届を提出してください。（休止後１年経過したら、廃止届を提出してく

ださい。） 

④ 再開の際は、新規申請と同等の書類の提出を求め、審査を行います。 

 

※ 手続に必要な届出書様式については、糸島市のホームページに掲載しています。 
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６ 介護給付費算定に係る体制等に関する変更届 (加算届) 

（１） 加算届 

「加算届」は、現在の体制を変更しようとする場合に、あらかじめ届け出る必要があります。 

「（別紙１）介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「（別

紙１－４）介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」他関係書類を下

記期限までに必着で提出してください。 

また、内容等に不備がある場合は、受理できませんので、早めに提出してください。（加算の

遡及適用はしませんので、御注意ください。） 

 

算定開始月の前月１５日までに提出 

 

※ 変更後の加算等の算定の開始時期は、毎月１５日以前に届出があった場合は翌月から、 

１６日以降に届出があった場合は翌々月からになります。 

 

（２） 体制変更時の留意事項 

① 体制を変更し、加算を請求する場合、以下の手順を踏んだ後に加算サービスを開始してく

ださい。 

１） 「重要事項説明書」を変更して加算の説明を加え、 

２） 変更した後の書式を使用して加算の対象となる全ての利用者と担当介護支援専門員 

に説明し、同意を得て、 

３） 説明を受けた介護支援専門員は、必要に応じてサービス担当者会議を開催し、利用者

の同意を踏まえてケアプランの変更を行い、これを当該事業所に交付し、 

４） 事業所は、当該利用者との契約・サービス提供計画書を変更し、当該加算サービスを

スタートさせます。 

② 上記①の手続が正しく完了していなければ、加算の請求ができませんので、十分に留意し

てください。 

 

※ 手続に必要な届出書様式等については、糸島市のホームページに掲載しています。 

 

７ 運営指導等における留意点について  

〇 運営指導等における留意点については基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと

同様です。関係法令を遵守し、利用者へのより良いサービスの提供と保険給付の適正化に

努めていただきますお願いします。 

〇 運営指導については、対象となる介護サービス事業所に、事前に通知を行い実施させて

いただきます。提出資料の作成等のご協力をお願いたします。 
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Ⅱ 人員、設備、運営の基準等 

（旧介護予防通所介護相当サービス事業に関する事項） 
 

基本方針 

指定旧介護予防通所介護相当サービス（以下「介護予防通所介護」という。）の事業は、その利

用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生

活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者

の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。（介護保険法施行規則第 140 条の

63 の６第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準（以下「基準」という。）第 47 条） 

 

１ 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

①基本取扱方針（基準第 62条） 

○ 介護予防とは、単に高齢者の運動機能や栄養改善といった特定の機能の改善だけを目指す

ものではなく、これらの心身機能の改善や環境調整等を通じて、一人ひとりの高齢者ができ

る限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目

的として行われるものであることに留意しつつ行うこと。 

○ 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不可欠であることか

ら、サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニケーションの取り方

をはじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努めること。 

○ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを単に補う形でのサービス提供は、か

えって利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービスへの依存を生み出している場合があ

るとの指摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本とし

て、利用者のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供をしないよう配慮すること。 

○ 提供された介護予防サービスについては、旧介護予防通所介護相当サービス計画（以下「介

護予防通所介護計画」という。）に定める目標達成の度合いや利用者及びその家族の満足度等

について常に評価を行うなど、その改善を図らなければならないこと。 

 

②具体的取扱方針（基準第 63条） 

○ 主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法に

より、利用者の状況を把握・分析し、介護予防通所介護の提供によって解決すべき問題状況

を明らかにし（アセスメント）、指定旧介護予防通所介護相当サービス事業所（以下「指定通

所事業所」という。）の管理者は、介護予防通所介護計画を作成しなければならない。介護予

防通所介護計画はアセスメントに基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサービ

スの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにすること。 

なお、介護予防通所介護計画の様式は、事業所ごとに定めるもので差し支えない。 

○ 介護予防通所介護計画は、介護予防サービス計画等に沿って作成されなければならない。 

なお、介護予防通所介護計画の作成後に介護予防サービス計画等が作成された場合は、介

護予防通所介護計画が介護予防サービス計画等に沿ったものであるか確認し、必要に応じて
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変更するものとする。 

○ 介護予防通所介護計画は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて作成されなけ

ればならないものであり、その内容について説明を行った上で利用者の同意を得ることを義

務づけることにより、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障しようとするも

のである。 

指定通所事業所の管理者は、介護予防通所介護計画の目標や内容等について、利用者又はそ

の家族に、理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を

行うものとする。 

また、介護予防通所介護計画を作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなければならず、

当該介護予防通所介護計画は、５年間保存しなければならない。 

○ 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサービスが

提供できるよう、常に新しい技術を習得する等、研鑽を行うこと。 

○ 指定通所事業所の管理者は、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、

少なくとも１月に１回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対

するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を

作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載した

サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回は、当該介護予防通所介護計

画の実施状況の把握（モニタリング）を行うものとする。 

指定通所事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供

に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。 

利用者の介護予防通所介護計画に定める目標の達成状況の把握等を行うこととしており、当

該モニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められる場合等については、担当

する介護予防支援事業者等とも相談の上、必要に応じて当該介護予防通所介護計画の変更を

行うこと。 

○ 介護予防サービス計画等に基づきサービスを提供している指定介護予防支援事業者から介

護予防通所介護計画の提供の求めがあった際には、当該介護予防通所介護計画を提出するこ

ととする。 

 

２ 人員、設備、運営に関する基準（基準第４章） 

○ 人員、設備、運営に関する基準については、基本的に指定（地域密着型）通所介護サービ

スと同様。（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ１～） 

 

３ 報酬に関する基準 

ア 第１号事業支給費の請求に係る基準 

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業者により提供されるサービス（従

前の介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に相当するサービス及び緩和した基準によるサービ

ス）の単価は、地域支援事業実施要綱において国が定める額を勘案して、市町村が定めることと

なっている。 
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※ 糸島市における各サービスの単位数の詳細は、別紙「介護予防・日常生活支援総合事業費 単

位数サービスコード表（令和７年４月施行版）」を参照してください。 

※ 地域単価は、「（５）介護予防・日常生活支援総合事業における地域単価設定の考え方」を参

照してください。（地域区分：糸島市は６級地） 

通所型サービス：10.27 円／単位 

注：糸島市以外に所在する事業所においても、糸島市の地域単価になります。 

※ 実際の金額は、算出された単位数に、上記の単価を掛け合わせる。 

 

イ 主な留意事項 

（ア）通所型サービス費（独自）の支給区分 

１回あたりの単位と月額包括報酬の単位とを併用する。 

通所型独自サービス１１ 【事業対象者・要支援１】  

１，７９８単位／月 （５９単位／日） 

通所型独自サービス１２ 【事業対象者・要支援２】  

３，６２１単位／月 （１１９単位／日） 

通所型独自サービス２１ 【事業対象者・要支援１（月４回まで）】  

４３６単位／回 

通所型独自サービス２２ 【事業対象者・要支援２（月８回まで）】  

４４７単位／回 

※ 月額包括報酬となった場合で、「日割り請求にかかる適用」に該当する場合は、日数単

位での算定となる。 

 

（イ）加算及び減算 

①高齢者虐待防止措置未実施減算 （糸島市長に対して届出が必要） 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ27～） 

 

②業務継続計画未策定減算（糸島市長に対して届出が必要） 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ28～） 

 

③中山間地域等に居住する利用者に対する加算（５％加算） 

（糸島市長に対して届出が必要） 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ32～） 

 

④同一建物に居住する利用者等に対するサービス提供に係る減算 

事業対象者・要支援１ ▲３７６単位／月 ▲94 単位／日 

 事業対象者・要支援２ ▲７５２単位／月 ▲94単位／日 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ54～） 
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⑤送迎を行わない場合の減算 ▲４７単位／片道 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ55～） 

 

⑥生活機能向上グループ活動加算 １００単位／月（糸島市長に対して届出が必要） 

○ 利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグ

ループに対して実施される日常生活上の支援のための活動（以下「生活機能向上グル

ープ活動サービス」という。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 

ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加

算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。 

○ 集団的に行われるレクリエーションや創作活動等の機能訓練を実施した場合には算

定できない。 

○ 次に掲げるいずれの基準にも適合していること 

⑴ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他の職種の者（以下「介護

職員等」という。）が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した介護

予防通所介護計画を作成していること。 

⑵ 計画の作成及び実施において、利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の

生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、

利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた

生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。 

⑶ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを週１回以上行っていること。 

○ 当該加算を算定する場合は、次の①から③までを満たすことが必要である。 

①生活機能向上グループ活動の準備 

ア 利用者自らが日常生活上の課題に応じて活動を選択できるよう、次に掲げる活動

項目を参考に、日常生活に直結した活動項目を複数準備し、時間割を組むこと。 

 

（活動項目の例） 

☆家事関連活動 

衣：洗濯機・アイロン・ミシン等の操作、衣服の手入れ（ボタンつけ等）等 

食：献立作り、買い出し、調理家電（電子レンジ、クッキングヒーター、 

電気ポット等）・調理器具（包丁、キッチン鋏、皮むき器等）の操作、 

調理（炊飯、総菜、行事食等）、パン作り等 

住：日曜大工、掃除道具（掃除機、モップ等）の操作、ガーデニング等 

☆通信・記録関連活動 

機器操作（携帯電話操作、パソコン操作等）、 

記録作成（家計簿、日記、健康ノート等） 

 

イ 一つのグループの人数は６人以下とすること。 

②利用者ごとの日常生活上の課題の把握と達成目標の設定 

介護職員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員その他の職種の者（以下この項

において「介護職員等」という。）が生活機能向上グループ活動サービスを行うに当
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たっては、次のアからエまでに掲げる手順により行うものとする。なお、アからエま

での手順により得られた結果は、介護予防通所介護計画に記録すること。 

ア 当該利用者が、 

(1) 要支援状態に至った理由と経緯 

(2) 要支援状態となる直前の日常生活の自立の程度と家庭内での役割の内容 

(3) 要支援状態となった後に自立してできなくなったこと若しくは支障を感じる

ようになったこと 

(4) 現在の居宅における家事遂行の状況と家庭内での役割の内容 

(5) 近隣との交流の状況等について把握すること。 

把握に当たっては、当該利用者から聞き取るほか、家族や介護予防支援事業者等

から必要な情報を得るよう努めること。 

イ アについて把握した上で、具体的な日常生活上の課題及び到達目標を当該利用者

と共に設定すること。 

到達目標は、概ね３月程度で達成可能な目標とし、さらに段階的に目標を達成す

るために概ね１月程度で達成可能な目標（以下「短期目標」という。）を設定する

こと。到達目標及び短期目標については、当該利用者の介護予防サービス計画と整

合性のとれた内容とすること。 

ウ 介護職員等は、当該利用者の同意を得た上で到達目標を達成するために適切な活

動項目を選定すること。当該利用者の活動項目の選定に当たっては、生活意欲を

引き出すなど、当該利用者が主体的に参加できるよう支援すること。 

エ 生活機能向上グループ活動の 

(1) 実施時間は、利用者の状態や活動の内容を踏まえた適切な時間とし、 

(2) 実施頻度は１週につき１回以上行うこととし、 

(3) 実施期間は概ね３月以内とする。 

介護職員等は、(1)から(3)までについて、当該利用者に説明し、同意を得ること。 

③生活機能向上グループ活動の実施方法 

ア 介護職員等は、あらかじめ生活機能向上グループ活動に係る計画を作成し、当該

活動項目の具体的な内容、進め方及び実施上の留意点等を明らかにしておくこと。 

イ 生活機能向上グループ活動は、一つのグループごとに、当該生活機能向上グルー

プ活動の実施時間を通じて１人以上の介護職員等を配置することとし、同じグル

ープに属する利用者が相互に協力しながら、それぞれが有する能力を発揮できる

よう適切な支援を行うこと。 

ウ 介護職員等は、当該サービスを実施した日ごとに、実施時間、実施内容、参加し

た利用者の人数及び氏名等を記録すること。 

エ 利用者の短期目標に応じて、概ね１月ごとに、利用者の当該短期目標の達成度と

生活機能向上グループ活動における当該利用者の客観的な状況についてモニタリ

ングを行うともに、必要に応じて、生活機能向上グループ活動に係る計画の修正

を行うこと。 

オ 実施期間終了後、到達目標の達成状況及び②のアの(3)から(5)までの状況等に

ついて確認すること。 

その結果、当該到達目標を達成している場合には、当該利用者に対する当該生活
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機能向上グループ活動を終了し、当該利用者を担当する介護予防支援事業者に報告

すること。 

また、当該到達目標を達成していない場合には、達成できなかった理由を明らか

にするとともに、当該サービスの継続の必要性について当該利用者及び介護予防支

援事業者と検討すること。その上で、当該サービスを継続する場合は、適切に実施

方法及び実施内容等を見直すこと。 

 

《運営指導における不適正事例》 

・生活機能向上グループ活動サービスを週１回以上行っていない。 

・実施時間、実施内容、参加した利用者の人数及び氏名等が記録されていない、欠けている。 

 

⑦若年性認知症利用者受入加算 ２４０単位／月（糸島市長に対して届出が必要） 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ45～） 

 

⑧栄養アセスメント加算 ５０単位／月  （糸島市長に対して届出が必要） 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ45～） 

なお、当該利用者が⑨栄養改善加算又は⑪一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善 

サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

 

⑨栄養改善加算 ２００単位／月  （糸島市長に対して届出が必要） 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ46） 

 

⑩口腔機能向上加算 （(Ⅰ)又は(Ⅱ)のいずれかのみ算定） 

・口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０単位／月 

・口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０単位／月 

（糸島市長に対して届出が必要） 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ51） 

 

《運営指導における不適正事例》 

・ 算定開始前に利用者の状態を適切に把握しておらず、対象外の利用者にも算定している。 

・ 多職種の者が共同して計画を作成していない。 

・ 利用者の３月ごとの口腔機能の状態の評価が行われていない。 

・ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っていない。 

・ 当該加算を算定している利用者の決定方法（根拠）が不明確。 
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⑪ 一体的サービス提供加算 ４８０単位/月 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に届け出た指定介護予防通 

所サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいず 

れも実施した場合に加算する。ただし、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定してい 

る場合は算定しない。 

(ア) 栄養改善加算及び口腔機能向上加算の基準に適合しているものとして市長に届け 

出て栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを実施していること。 

(イ) 利用者が指定介護予防通所サービスの提供を受けた日において、当該利用者に対し、 

栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスのうちいずれかのサービスを行う日を、 

１月につき２回以上設けていること。 

〇留意事項 

  ① 当該加算は、運動器機能向上サービスに加えて、栄養改善サービス及び口腔機能向 

上サービスを一体的に実施することにより、要支援者等の心身機能の改善効果を高め、介 

護予防に資するサービスを効果的に提供することを目的とするものである。なお、算定に 

当たっては以下に留意すること。 

   (ア) 実施する選択的サービスごとに、⑨栄養改善加算、⑩口腔機能向上加算に掲げる 

各選択的サービスの取扱いに従い適切に実施していること。 

   (イ) 運動器機能向上サービスに加えて、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービス

を一体的に実施するに当たって、各選択的サービスを担当する専門の職種が相互に 

連携を図り、より効果的なサービスの提供方法等について検討すること。 

 

⑫サービス提供体制強化加算（いずれかのみ加算） 

（糸島市長に対して届出が必要） 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

事業対象者・要支援１  ８８単位／月     事業対象者・要支援２  １７６単位／月 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

事業対象者・要支援１  ７２単位／月     事業対象者・要支援２  １４４単位／月 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

事業対象者・要支援１  ２４単位／月     事業対象者・要支援２  ４８単位／月 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ55） 

 

《運営指導における不適正事例》 

・ 職員の割合が確認できる資料が作成されていない。 
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⑬生活機能向上連携加算 （糸島市長に対して届出が必要） 

・生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００単位／月（３月に１回を限度） 

・生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００単位／月 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ34） 

 

《運営指導における不適正事例》 

・ 理学療法士等の訪問を受けていることが確認できない。 

・ 機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）がない。 

・ 機能訓練指導員等が共同してアセスメント、評価及び個別機能訓練計画を作成したこ

とが確認できない。 

・ 通所介護事業所の非常勤職員として雇用している理学療法士を要件（１）ア「通所介

護事業所を訪問する理学療法士等」に該当する者として加算を算定している。 

 

 

⑭口腔・栄養スクリーニング加算（(Ⅰ)又は(Ⅱ)のどちらか一方のみ算定） 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０単位／回（６月ごとに１回算定） 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５単位／回（６月ごとに１回算定） 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ49） 

 

⑮科学的介護推進体制加算 ４０単位／月  （糸島市長に対して届出が必要） 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ53） 

 

⑯介護職員等処遇改善加算  

〇共通資料「令和 7 年度からの介護職員処遇改善加算について」を参照。 

 

（ウ） 定員超過利用・人員基準欠如 各基本の単位数×70％ 

〇基本的に指定（地域密着型）通所介護サービスと同様。 

（地域密着型通所介護 集団指導資料 Ｐ26） 

 



（別紙50）

令和 年 月
殿

このことについて、関係書類を添えて以下のとおり届け出ます。

ー ）
県

ー ）
県

ー ）
県

ー ）
県

ー ）
県

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

備考1　「受付番号」「事業所所在市町村番号」欄には記載しないでください。
　　2　「法人の種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」「財団法人」
　　　「株式会社」「有限会社」等の別を記入してください。
　　3　「法人所轄庁」欄は、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。
　　4　「実施事業」欄は、該当する欄に「〇」を記入してください。
　　5　「異動等の区分」欄には、今回届出を行う事業所・施設について該当する数字の横の□
　　6　「異動項目」欄には、(別紙1-4)「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げる項目
　　　を記載してください。
　　7　「特記事項」欄には、異動の状況について具体的に記載してください。
　　8　「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」について、複数の出張所等を有する場合は、
　　　適宜欄を補正して、全ての出張所等の状況について記載してください。

通所型サービス（独自・定率）
1新規 2変更 3終了

関係書類 別添のとおり

介護保険事業所番号

特
記
事
項

変　更　前 変　更　後

届
出
を
行
う
事
業
所
・
施
設
の
種
類

同一所在地において行う
事業等の種類

実施事
業

指定（許可） 異動等の区分 異動（予定）

2変更 3終了

1新規 2変更 3終了

異動項目

年月日 年月日 (※変更の場合)

訪問型サービス（独自）
1新規

訪問型サービス（独自・定率）
1新規 2変更 3終了

通所型サービス（独自）
1新規

訪問型サービス（独自・定額）

2変更 3終了

通所型サービス（独自・定額）
1新規 2変更 3終了

管理者の住所
(郵便番号

　 市

(郵便番号
　 市

連 絡 先 電話番号 FAX番号

事
業
所
・
施
設
の
状
況

主たる事業所・施設の
所在地

(郵便番号
　 市

連 絡 先 電話番号 FAX番号

管理者の氏名

主たる事業所の所在地以外の場所で一
部実施する場合の出張所等の所在地

法人所轄庁
代表者の職・氏名 職名 氏名

代表者の住所
(郵便番号

　 市

事業所所在地市町村番号

届
　
出
　
者

フリガナ

名　　称

主たる事務所の所在地
(郵便番号

　(ビルの名称等)
連 絡 先 電話番号 FAX番号

　 市

法人の種別

所在地

名　称

受付番号

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞

　　市町村長

資 料 1



（別紙１－４）

高齢者虐待防止措置実施の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型 □ １　なし □ １　なし

業務継続計画策定の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型 □ ２　あり □ ２　あり

特別地域加算 □ １ なし □ ２ あり

□ A2 訪問型サービス（独自）

口腔連携強化加算 □ １ なし □ ２ あり

介護職員等処遇改善加算 □ １ なし □ ７ 加算Ⅰ □ ８ 加算Ⅱ □ ９ 加算Ⅲ □ Ａ 加算Ⅳ

職員の欠員による減算の状況 □ １ なし □ ２ 看護職員 □ ３ 介護職員 □ １　なし □ １　なし

高齢者虐待防止措置実施の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型 □ ２　あり □ ２　あり

業務継続計画策定の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

若年性認知症利用者受入加算 □ １ なし □ ２ あり

生活機能向上グループ活動加算 □ １ なし □ ２ あり

栄養アセスメント・栄養改善体制 □ １ なし □ ２ あり

□ A6 通所型サービス（独自） 口腔機能向上加算 □ １ なし □ ２ あり

一体的サービス提供加算 □ １ なし □ ２ あり

サービス提供体制強化加算 □ １ なし □ ５ 加算Ⅰ □ ４ 加算Ⅱ □ ６ 加算Ⅲ

生活機能向上連携加算 □ １ なし □ ３ 加算Ⅰ □ ２ 加算Ⅱ

科学的介護推進体制加算 □ １ なし □ ２ あり

介護職員等処遇改善加算 □ １ なし □ ７ 加算Ⅰ □ ８ 加算Ⅱ □ ９ 加算Ⅲ □ Ａ 加算Ⅳ

備考　１ 「割引｣を｢あり｣と記載する場合は「介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について」（別紙51）を添付してください。

　　　２ 「サービス提供体制強化加算」については、「サービス提供体制強化加算に関する届出書」（別紙14-7）を添付してください。

　　　３ 「同一建物減算（同一敷地内建物等に居住する者への提供90％以上）」については、判定結果がわかる書類（「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」（別紙10）又はこれに準じた計算書等）を添付してください。

　　　４ 「口腔連携強化加算」については、「口腔連携強化加算に関する届出書」（別紙11）を添付してください。

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

□ １ 非該当 □ ２ 該当

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

□ １ 非該当 □ ２ 該当

同一建物減算（同一敷地内建物等に居住する者
への提供割合90％以上）

□ １ 非該当 □ ２ 該当

同一建物減算（同一敷地内建物等に居住する者
への提供（利用者50人以上））

□ １ 非該当 □ ２ 該当

同一建物減算（同一敷地内建物等に居住する者
への提供）

□ １ 非該当 □ ２ 該当

介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 

事 業 所 番 号

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 LIFEへの登録 割 引



高齢者虐待防止措置実施の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

業務継続計画策定の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

□ A2 訪問型サービス（独自）

特別地域加算 □ １ なし □ ２ あり

口腔連携強化加算 □ １ なし □ ２ あり

職員の欠員による減算の状況 □ １ なし □ ２ 看護職員 □ ３ 介護職員

高齢者虐待防止措置実施の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

業務継続計画策定の有無 □ １ 減算型 □ ２ 基準型

若年性認知症利用者受入加算 □ １ なし □ ２ あり

□ A6 通所型サービス（独自） 生活機能向上グループ活動加算 □ １ なし □ ２ あり

栄養アセスメント・栄養改善体制 □ １ なし □ ２ あり

口腔機能向上加算 □ １ なし □ ２ あり

生活機能向上連携加算 □ １ なし □ ３ 加算Ⅰ □ ２ 加算Ⅱ

科学的介護推進体制加算 □ １ なし □ ２ あり

備考　１　この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

□ １　非該当 □ ２　該当

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

□ １　非該当 □ ２　該当

同一建物減算（同一敷地内建物等に居住する者
への提供割合90％以上）

□ １ 非該当 □ ２ 該当

同一建物減算（同一敷地内建物等に居住する者
への提供（利用者50人以上））

□ １ 非該当 □ ２ 該当

同一建物減算（同一敷地内建物等に居住する者
への提供）

□ １ 非該当 □ ２ 該当

介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の状況）

事 業 所 番 号

提供サービス 施設等の区分 人員配置区分 そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等



通所型サービス

２　通所型サービス費（独自）サービスコード表（令和７年４月１日～）

サービスコード 合成 算定

種類 項目 単位数 単位

A6 1111 通所型独自サービス１１ 1,798 1月につき

A6 1112 通所型独自サービス１１日割  59　単位 59 1日につき

A6 1121 通所型独自サービス１２ 3,621 1月につき

A6 1122 通所型独自サービス１２日割 119 1日につき

A6 1113 通所型独自サービス２１ 436

A6 1123 通所型独自サービス２２ 　 447

A6 C211 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算１１ 　 -18 1月につき

A6 C212 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算１１日割 -1 1日につき

A6 C213 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算１２ -36 1月につき

A6 C214 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算１２日割 -1 1日につき

A6 C215 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算２１ -4

A6 C216 通所型独自高齢者虐待防止未実施減算２２ -4

A6 D211 通所型独自業務継続計画未策定減算１１ -18 1月につき

A6 D212 通所型独自業務継続計画未策定減算１１日割 -1 1日につき

A6 D213 通所型独自業務継続計画未策定減算１２ -36 1月につき

A6 D214 通所型独自業務継続計画未策定減算１２日割 -1 1日につき

A6 D215 通所型独自業務継続計画未策定減算２１ -4

A6 D216 通所型独自業務継続計画未策定減算２２ -4

A6 8110 通所型独自サービス中山間地域等提供加算 1月につき

A6 8111 通所型独自サービス中山間地域等加算日割 1日につき

A6 8112 通所型独自サービス中山間地域等加算回数 1回につき

A6 6105 通所型独自サービス同一建物減算１ -376

A6 6106 通所型独自サービス同一建物減算２ -752

A6 6207 通所型独自サービス同一建物減算３ -94 1回につき

A6 5612 通所型独自送迎減算 事業所が送迎を行わない場合　 -47 片道につき

A6 5010 通所型独自生活向上グループ活動加算 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   100

A6 6109 通所型独自サービス若年性認知症受入加算 240

A6 6116 通所型独自サービス栄養アセスメント加算 50

A6 5003 通所型独自サービス栄養改善加算 200

A6 5004 通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ 150

A6 5011 通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ 160

A6 6310 通所型独自一体的サービス提供加算 480

A6 6011 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ１ 事業対象者・要支援1　 88

A6 6012 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ２ 事業対象者・要支援2　 176

A6 6107 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ１ 事業対象者・要支援1　 72

A6 6108 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ２ 事業対象者・要支援2　 144

A6 6103 通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ１ 事業対象者・要支援1　 24

A6 6104 通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ２ 事業対象者・要支援2　 48

A6 4001 通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ （1）生活機能向上連携加算（Ⅰ）（3月に1回を限度） 100

A6 4002 通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ 　　　　　　　　　　　　　 200

A6 6200 通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ （1）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（6月に1回を限度）　　　　　　　　　　　 20

A6 6201 通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ （2）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（6月に1回を限度）　　　　　 5

A6 6311 通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40 1月につき

A6 6100 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ （1）介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

A6 6110 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ （2）介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）

A6 6111 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ （3）介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）

A6 6380 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ （4）介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）

：支給限度額管理の対象の算定

※　事業所が送迎を行わない場合については、イ（１）を算定している場合は、１月につき376単位の範囲内で、イ（２）を算定している場合は１月につき

   752単位の範囲内で減算する。

：「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、
　「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

ワ　介護職員等処遇改善加算

36 単位減算

日割の場合  1 単位減算

447　単位

18 単位減算

（2）サービス提供
体制強化加算（Ⅱ）

ロ　1月当たりの
回数を定める場合

ヌ　生活機能向上
連携加算

日割の場合

日割の場合  1 単位減算

18 単位減算

 1 単位減算

所定単位数の 90/1000 加算

所定単位数の 92/1000 加算

36 単位減算

事業対象者・要支援1

イ　1週当たりの標準
的な回数を定める場合

 4 単位減算

（1）サービス提供
体制強化加算（Ⅰ）

 4 単位減算

所定単位数の　5％  加算

所定単位数の　5％  加算

事業対象者・要支援1 　　　　  376　単位減算

所定単位数の　5％  加算

　　　　  150　単位加算

　　　　  160　単位加算

 1 単位減算

ル　口腔・栄養
スクリーニング加算

ヲ　科学的介護推進体制加算

所定単位数の 64/1000 加算

所定単位数の 80/1000 加算

　　　　  100　単位加算

　　　　  200　単位加算

1回につき　　　　   20　単位加算

　　　　    5　単位加算

　　　　   40　単位加算

（2）口腔機能向上加算（Ⅱ）

チ　一体的サービス提供加算

　　　　   47　単位減算

（2）生活機能向上連携加算（Ⅱ）

1回につき

1月につき

リ　サービス提供
体制強化加算

　　　　  100　単位加算

　　　　  240　単位加算

　　　　   50　単位加算

　　　　  200　単位加算

　　　　  480　単位加算

　　　　   88　単位加算

　　　　  176　単位加算

　　　　   72　単位加算

　　　　  144　単位加算

　　　　   24　単位加算

　　　　   48　単位加算

（3）サービス提供
体制強化加算（Ⅲ）

ト　口腔機能向上加算 （1）口腔機能向上加算（Ⅰ）

ホ　栄養アセスメント加算

へ　栄養改善加算

二　若年性認知症利用者受入加算

1月につきハ　生活機能向上グループ活動加算

事業所と同一建物に
居住する者又は同一
建物から利用する者
に
通所型サービス
（独自）を行う場合

1回につき

サービス内容略称 算定項目

事業対象者・要支援2　※1月の中で全部で8回まで

1回につき

高齢者虐待防止
措置未実施減算

イ　1週当たりの
標準的な回数を
定める場合

ロ　1月当たりの
回数を定める場合

事業対象者・要支援1

事業対象者・要支援2

(1)事業対象者・要支援1イ　1週当たりの
標準的な回数を
定める場合

ロ　1月当たりの
回数を定める場
合

事業対象者・要支援1　※1月の中で全部で4回まで

1,798 単位

(2)事業対象者・要支援2

事業対象者・要支援1  4 単位減算

事業対象者・要支援2  4 単位減算

3,621 単位

436　単位

119　単位日割の場合

日割の場合

事業対象者・要支援2

ロ　1月当たりの回数を定める場合　

日割の場合

事業対象者・要支援1

事業対象者・要支援2

事業対象者・要支援2

イ　1週当たりの
標準的な回数を
定める場合

中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算

業務継続計画
未策定減算

　　　　  752　単位減算

　　　　   94　単位減算

1
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通所型サービス

種類 項目

A6 8001 通所型独自サービス１１・定超 1,259 1月につき

A6 8002 通所型独自サービス１１日割・定超 41 1日につき

A6 8011 通所型独自サービス１２・定超 2,535 1月につき

A6 8012 通所型独自サービス１２日割・定超 83 1日につき

A6 8003 通所型独自サービス２１・定超 305

A6 8013 通所型独自サービス２２・定超 313

種類 項目

A6 9001 通所型独自サービス１１・人欠 1,259 1月につき

A6 9002 通所型独自サービス１１日割・人欠 41 1日につき

A6 9011 通所型独自サービス１２・人欠 2,535 1月につき

A6 9012 通所型独自サービス１２日割・人欠 83 1日につき

A6 9003 通所型独自サービス２１・人欠 305

A6 9013 通所型独自サービス２２・人欠 313

：支給限度額管理の対象の算定

※　事業所が送迎を行わない場合については、イ（１）を算定している場合は、１月につき376単位の範囲内で、イ（２）を算定している場合は１月につき

   752単位の範囲内で減算する。

：「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、
　「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員等処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

看護・介護職員が欠員の場合

サービスコード
サービス内容略称

3,621　単位

  119　単位

  436　単位

  447　単位

※1月の中で全部で4回まで

※1月の中で全部で8回まで

事業対象者・要支援1　

事業対象者・要支援2

1回につき

  447　単位

イ　1週当たりの
標準的な回数を定め
る場合

事業対象者・要支援1 1,798　単位

看護・介護職員が
欠員の場合

×70％

   59　単位

事業対象者・要支援2 3,621　単位

  119　単位

ロ　1月当たりの
回数を定める場合

  436　単位事業対象者・要支援1　※1月の中で全部で4回まで

事業対象者・要支援2 ※1月の中で全部で8回まで

1回につき

算定項目 合成
単位数

算定
単位

ロ　1月当たりの
回数を定める場合

事業対象者・要支援1 1,798　単位

合成
単位数

算定
単位

イ　1週当たりの
標準的な回数を定め
る場合

事業対象者・要支援2

   59　単位

定期超過の場合

×70％

サービスコード
サービス内容略称 算定項目

定員超過の場合

2
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※１ １つのサービス種類ごとに１つの地域単価を設定すること。
※２ 地域単価に１０円を設定する場合は、市町村が都道府県経由で連合会に送付する事業所台帳（指定・基準該当等サービス台帳）の地域区分に

「その他」を設定すること。
※３ 連合会システムにおいては、地域単価は地域区分により決定する単価以下であれば正常とする。同じ地域区分に複数の単位数単価が存在する

場合、当該地域区分の最大の単価が登録され、その値以下であれば正常とする。
例） その他の生活支援サービスの1級地であれば、11.40円が登録され、11.10円又は10.90円又は10円が記載されても正常とする。

介護予防ケアマネジメントの2級地であれば、11.12円が登録され、10円が記載されても正常とする。

No. サービス種類 地域単価設定の考え方 ※１ １級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

1 訪問型サービス

Ａ１：訪問型サービス（みなし）
事業所所在地における地域区分の
単位数単価を設定する

１１．４０円 １１．１２円 １１．０５円 １０．８４円 １０．７０円 １０．４２円 １０．２１円 １０円

Ａ２：訪問型サービス（独自）
Ａ３：訪問型サービス（独自／定率）
Ａ４：訪問型サービス（独自／定額）

市町村がサービスの内容に応じて、
当該市町村所在地における地域区
分の単位数単価もしくは、１０円を選
択できる
※２

１０円
又は

１１．４０円

１０円
又は

１１．１２円

１０円
又は

１１．０５円

１０円
又は

１０．８４円

１０円
又は

１０．７０円

１０円
又は

１０．４２円

１０円
又は

１０．２１円
１０円

2 通所型サービス

Ａ５：通所型サービス（みなし）
事業所所在地における地域区分の
単位数単価を設定する

１０．９０円 １０．７２円 １０．６８円 １０．５４円 １０．４５円 １０．２７円 １０．１４円 １０円

Ａ６：通所型サービス（独自）
Ａ７：通所型サービス（独自／定率）
Ａ８：通所型サービス（独自／定額）

市町村がサービスの内容に応じて、
当該市町村所在地における地域区
分の単位数単価もしくは、１０円を選
択できる
※２

１０円
又は

１０．９０円

１０円
又は

１０．７２円

１０円
又は

１０．６８円

１０円
又は

１０．５４円

１０円
又は

１０．４５円

１０円
又は

１０．２７円

１０円
又は

１０．１４円
１０円

3 その他の生活支援
サービス

Ａ９：その他の生活支援サービス（配食／定率）
ＡＡ：その他の生活支援サービス（配食／定額）
ＡＢ：その他の生活支援サービス（見守り／定率）
ＡＣ：その他の生活支援サービス（見守り／定額）
ＡＤ：その他の生活支援サービス（その他／定率）
ＡＥ：その他の生活支援サービス（その他／定額）

市町村がサービスの内容に応じて、
当該市町村所在地における地域区
分の単位数単価のいずれかを選択
できる
なお、基本的には１０円となるが、訪
問サービス及び通所サービスを一
体的に行うサービスを提供する場合
等は、１０円以外の単価が設定され
ることを想定している
※２、３

１０円

又は
１０．９０円
又は

１１．１０円
又は

１１．４０円

１０円

又は
１０．７２円
又は

１０．８８円
又は

１１．１２円

１０円

又は
１０．６８円
又は

１０．８３円
又は

１１．０５円

１０円

又は
１０．５４円
又は

１０．６６円
又は

１０．８４円

１０円

又は
１０．４５円
又は

１０．５５円
又は

１０．７０円

１０円

又は
１０．２７円
又は

１０．３３円
又は

１０．４２円

１０円

又は
１０．１４円
又は

１０．１７円
又は

１０．２１円

１０円

4 介護予防
ケアマネジメント

ＡＦ：介護予防ケアマネジメント

市町村が事業所所在地における地
域区分の単位数単価もしくは、１０
円を選択できる
※３

１０円
又は

１１．４０円

１０円
又は

１１．１２円

１０円
又は

１１．０５円

１０円
又は

１０．８４円

１０円
又は

１０．７０円

１０円
又は

１０．４２円

１０円
又は

１０．２１円
１０円

‐ ５-

（５）介護予防・日常生活支援総合事業における地域単価設定の考え方
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【集合住宅に居住する利用者に対するサービス提供に係る減算について】 

 

 

 平成 28 年度末に実施された会計検査院による会計実地検査において、集合住宅に居住す

る利用者に対するサービス提供に係る減算（以下「同一建物減算」という。）を適用せずに、

介護報酬を過大請求している事業所が複数判明しました。 
 訪問系サービス（訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーション）及び通所系

サービス（通所介護、通所リハビリテーション）においては、同一建物減算の適用漏れがな

いよう再確認してください。 
 なお、同一建物減算を適用せずに、過大請求していたことが判明した場合、遡及して、介

護報酬を保険者に返還するとともに、利用者にも利用者負担を返還しなければなりません。 
 
【訪問系サービス】 

〈同一建物減算〉 

① 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住するもの 
＜所定単位数の１０％減算＞ 

  当該指定訪問系サービス事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同

一敷地並びに隣接する敷地にある建築物に居住する利用者に訪問系サービス

を提供する場合  
② 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり５０人以

上の場合 
＜所定単位数の１５％減算＞ 
①に該当する以外の建物で訪問系サービス事業所の利用者が 20 人以上居住

する場合（同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者

数は合算しない。） 
③ 上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者 
（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり２０人以上の場合） 
＜所定単位数の１０％減算＞ 

 
【通所系サービス】 
    
 
 
 
 
 
 

〈同一建物減算〉要介護  ▲９４単位／日 

  事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に当該通所

系サービスを行う場合 
  ※同一建物：通所系サービス事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物 
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